
・要指導医薬品等を適切に選択できるような
供給機能や助言の体制
・健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹介 等

・専門機関と連携し抗がん剤の副作用対
応や抗ＨＩＶ薬の選択などを支援 等

☆ 国民の病気の予防や健康サポートに貢献 ☆ 高度な薬学的管理ニーズへの対応

健康サポート機能 高度薬学管理機能
健康サポート

薬局

「患者のための薬局ビジョン」 ～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～

24時間対応・在宅対応
服薬情報の一元的・継続的把握

☆ 副作用や効果の継続的な確認
☆ 多剤・重複投薬や相互作用の防止

・24時間の対応
・在宅患者への薬学的管理・服薬指導

☆ 夜間・休日、在宅医療への対応

☆疑義照会・
処方提案

☆副作用・服薬状況
のフィードバック

※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携のほか、
へき地等では、相談受付等に当たり地域包括支
援センター等との連携も可能

○ ＩＣＴ（電子版お薬手帳等）を活用し、
・患者がかかる全ての医療機関の処方情報
を把握

・一般用医薬品等を含めた服薬情報を一元
的・継続的に把握し、薬学的管理・指導

医療機関等との連携 ☆医薬品等に関する相談
や健康相談への対応

☆医療機関への受診勧奨

かかりつけ薬剤師・薬局

・医療情報連携ネット
ワークでの情報共有

8
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すべての薬局を
「かかりつけ薬局」へ

• 高度薬学管理機能
（抗がん剤等の薬学的管理）

• 健康サポート機能
（地域住民による主体的な健康の維持・増
進の支援）

薬局再編の全体像

＋

※健康サポート薬局として活動
（日常生活圏域ごとに必要数確保）

・ＩＣＴを活用し、
服薬情報の一元的・
継続的把握

・24時間対応・在宅対応

・医療機関をはじめとする関
係機関との連携

57,000薬局あるが、門前中

心に医薬分業のメリットを実感
しにくいとの声

かかりつけ薬局

様々な医療機関からの
処方箋を受付

特定の診療所からの
処方箋を受付

特定の病院からの
処方箋を受付

建替え時期
等を契機に
立地を地域
へ移行

門前薬局を含
め、すべての薬
局がかかりつけ
薬局としての機
能を持つことを
目指す

既に地域に
立地

大病院門前

中小病院門前

診療所門前

日
常
生
活
圏
域
で
の
か
か
り
つ
け
機
能
の
発
揮

立
地
も
地
域
へ

面分業

現状 2025年まで 2035年
まで

～ 立地 から 機能 へ～

○団塊の世代が要
介護状態の方が多
い85歳以上に到達

○一般的な外来受
診はかかりつけ医
が基本となる

9

平成27年10月23日
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ＰＤＣＡサイクル
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【規制改革実施計画における記載】
l 医薬分業の政策効果について、医薬品による治療の安全性向上と保険財政の効率化の観点から、定

性・定量両面で検証を行い、検証結果等を踏まえて、今後の医薬分業推進における政策目標や評価指
標を明確化する。

l 政策目標の達成状況を適切に管理し、政策の継続的な改善を図るため、PDCAサイクルでの政策評価
を実施し、診療報酬改定等の際に政策評価結果を活用し、制度の見直しに反映させる。

（No.５・６関係資料）



○上記のKPIを厚生労働省の政策評価に盛り込むなどして、かかりつけ薬剤師・薬局の取組の進捗状況を的確に把握しな
がら、患者のための薬局ビジョン実現のPDCAサイクルを実施する。
○診療報酬については、改定の都度、中央社会保険医療協議会（中医協）診療報酬改定結果検証部会でその効果の検証を
行っており、この仕組みを引き続き有効に活用する。

(ⅰ)かかりつけ薬剤師・薬局の体制
「患者のための薬局ビジョン」において示すかかり
つけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師を配置し
ている薬局数【水準：増加】

(ⅱ)服薬情報の一元的かつ継続的な把握と薬学的管理・
指導の取組
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括
管理料の算定件数【水準：増加】

(ⅲ)重複投薬・相互作用防止の取組件数
重複投薬・相互作用防止に係る調剤報酬（重複投
薬・相互作用防止加算・処方箋変更あり）の算定件数
【水準：2014年までの直近３年の平均件数の２倍以上
となる143,003件以上】

11

KPIを活用したPDCAサイクルの実施

(ⅳ)重複投薬の件数
全国及び各都道府県の、一人の患者が同一期間に２つ
以上の医療機関から同じ薬効の処方を受けている件数
【見える化】

(ⅴ)在宅医療への取組件数
下記の報酬算定件数【水準：増加】

ア．調剤報酬における在宅患者訪問薬剤管理指導料

イ．介護報酬における居宅療養管理指導費

ウ．介護予防居宅療養管理指導費

(ⅵ)後発医薬品の使用割合
後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を分母と
した後発医薬品の数量シェア【水準：70％以上（2017年
央）、80%以上（2018年度から2020年度末までのなるべ
く早い時期）】

○「患者のための薬局ビジョン」に基づき医薬分業の質を評価できる指標については、経済・財政一体改革推進委員会
において、議論してきたところ。
○以下のとおり、服薬情報の一元的・継続的な管理の実施状況を効果的に把握できるものとなるよう、かかりつけ薬剤
師・薬局の体制整備状況や薬学的管理・指導の実施状況等を複合的に把握することとしている。

「患者のための薬局ビジョン」実現に向けたKPI



ＩＣＴの活用について

12

【規制改革実施計画における記載】
l ICT の有効活用により、患者自身および薬局が服薬情報の管理を行い、他の薬局及び医療機関等と情

報連携をより効果的、効率的に行うことができる仕組みの構築について検討し、結論を得る。

（No.８関係資料）



これからの電子版お薬手帳について
＜お薬手帳の意義＞
l お薬手帳は、患者等の利用者の服用歴を記載し、経時的に管理するもの。利用者が服用時の体の変化
などを記載し医薬品への意識向上に役立つほか、医師・薬剤師が確認することで、相互作用防止や副
作用回避に資する。

＜電子版お薬手帳の機能性向上による普及促進＞
1. どのお薬手帳を利用していても医療機関や薬局のパソコンから一元的に閲覧できる仕組み
の構築（リンク付けサーバーの導入による服薬情報の共有化）

2. 電子版お手帳サービス間でのデータの移行機能を備え、利用者のお薬手帳の選択性を確保
3. 最低１年分の服薬履歴を閲覧できる一覧性の保持
4. OTC医薬品の入力やコメントの書き込みを可能にするため標準フォーマットを拡充・統一

→ 厚労省より周知し、運営事業者や薬局関係者による取組を推進
※保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）において、標準データフォーマットを公開。

l 利用者が一つのお薬手帳を活用し、服薬情報を
一元化

l かかりつけ薬剤師・薬局が薬物療法の安全性や
有効性の向上に貢献

＜現在の電子版お薬手帳の課題＞
l 薬局、医療機関、利用者による閲覧、書込方法等にばらつき、みにくさ
→ 利用者が薬局やお薬手帳を自由に選択出来、便利に使える環境整備が必要

※将来的な地域医療情報連携ネットワークの情報の手帳化も想定

13



（参考）電子版お薬手帳の適切な推進に向けた調査検討事業
＜事業概要＞

（１）電子版お薬手帳の現状等に関する調査・分析

電子版お薬手帳提供事業者に対し、以下のアンケート調査を実施

① 調査内容

・現在普及している電子版お薬手帳の仕様等の実態に関する調査

・現在の標準データフォーマットの改善点の有無に関する調査

・今後追加を検討しているデータ項目・機能等の調査

② 調査時期 ： 平成27年８月～９月

（２）電子版お薬手帳の適切な推進に向けた検討

電子版お薬手帳の適切な推進に向けた調査検討会を設置し、電子版お薬手帳の標準データフォー
マットの改善その他電子版お薬手帳の適切な推進に資する方策について検討を行う。

平成27年度委託事業

＜検討会構成員＞
氏名 所属・役職

石川 広己 （公社）日本医師会 常任理事

池田 和之 （一社）日本病院薬剤師会 情報システム委員会 委員長

佐藤 信範 千葉大学大学院薬学研究院臨床教育 教授

澤 智博 帝京大学医療情報システム研究センター 教授

竹中 裕三 （一社）保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）医事コンピューター部会調剤システム委員会委員長

田尻 泰典 （公社）日本薬剤師会 常務理事

○土屋 文人 国際医療福祉大学薬学部 特任教授

皆川 尚史 （一社）日本保険薬局協会 専務理事

渡邉 幸子 日本チェーンドラッグストア協会勤務薬剤師会 委員 ○座長 （敬称略、五十音順） 14



平成28年度調剤報酬改定の概要

15

【規制改革実施計画における記載】
l 薬局の機能やサービスに応じた診療報酬となるように、調剤報酬の在り方について抜本的な見直しを行

い、サービスの質向上と保険財政の健全化に資する仕組みに改める。門前薬局の評価を見直すととも
に、患者にとってメリットが実感できる薬局の機能は評価し、実際に提供したサービスの内容に応じて報
酬を支払う仕組みに改めるなど、努力した薬局・薬剤師が評価されるようにする。

l 薬局においてサービス内容とその価格を利用者に分かりやすく表示し、利用者が薬局を選択できるよう
にする。さらに、利用者がサービスごとに利用の要否を選択できるよう、提供されたサービスを利用者が
確認することも含めてサービスの提供の在り方を検討する。

l リフィル処方箋の導入や分割調剤の見直しに関する検討を加速し、結論を得る。

（No.２～４関係資料）



○ 患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的
に把握した上で患者に対して服薬指導等を行う業務を薬学管理料として評価する。

１．かかりつけ薬剤師の評価

16

○ かかりつけ薬剤師が役割を発揮できる薬局の体制及び機能を評価するため、基準調剤加算を
統合し、「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、在宅訪問の実施、開局時間、相談時のプライバ
シーへの配慮等の要件を見直す。

現行

薬剤服用歴管理指導料
41点/34点

改定後

かかりつけ薬剤師が行う服薬指導

かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が行う服薬指導

（新）かかりつけ薬剤師指導料 70点

薬剤服用歴管理指導料 50点/38点

２．かかりつけ薬剤師が役割を発揮できる薬局の体制及び機能の評価

（基準調剤加算の見直し）

・患者の全ての受診医療機関と服薬状況を
一元的に把握

・調剤後も患者の服薬状況や指導内容を処
方医へ提供し、必要に応じて処方提案

・患者からの相談に24時間応じられる体制
・服用薬の整理（必要に応じて患家を訪問）

＜「かかりつけ薬剤師」が行う業務＞

※ 「かかりつけ薬剤師」の要件
・保険薬剤師として一定年数以上の薬局勤務経験
・当該保険薬局に週の一定時間以上勤務
・当該保険薬局に一定年数以上の在籍
・研修認定の取得 ・医療に係る地域活動への参画

５０点：初回の来局時。２回目以降、お薬手帳がない場合
３８点：２回目以降、お薬手帳がある場合

調剤報酬の見直しについて（１）



Ø 現在、既に講じている門前薬局対策としての
調剤基本料の特例についても、その対象範囲を拡大

【同一グループの薬局】

・グループ全体の処方せん受付
回数が４万枚超

かつ
・処方せん集中率が９５％超

調剤基本料 ２０点

月2500回 月4000回

90 %

70 %

処方せん
受付回数

４１点

処方せん集中率

特例
２５点

拡大

月2000回

【拡大対象】
・処方せん受付回数月2,000回

超 かつ 集中率90％超

・特定の医療機関からの処方
せん受付回数が月4,000回超

（集中率にかかわらず対象）

調剤基本料 ２５点

Ø グループ全体の処方せん受付回数が月４万回超で
あって、特定の医療機関からの処方せん集中率が
95％超の薬局等の調剤基本料を引下げ（41点→20点）

３．いわゆる大型門前薬局の評価の適正化

４．処方せん受付回数と集中率による特例の拡大

【内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。）（１剤につき）】
イ 14日分以下の場合

(1) ７日目以下の部分（１日分につき） ５点
(2) ８日目以上の部分（１日分につき） ４点

ロ 15日分以上 21日分以下の場合 71点→70点
ハ 22日分以上 30日分以下の場合 81点→80点
ニ 31日分以上の場合 89点→87点

内服薬の調剤料の見直し

【一包化加算】
注３ ２剤以上の内服薬又は１剤で３種類以上の内服薬を

服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加
算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる
点数を所定点数に加算する。
イ 56日分以下の場合投与日数が７又はその端数を

増すごとに32点を加算して得た点数
ロ 57日分以上の場合 290点

→ イ 42日分以下の場合投与日数が７又はその端数を
増すごとに32点を加算して得た点数

ロ 43日分以上の場合 220点

一包化加算の見直し

５．「調剤料」の見直し

Ø 対物業務から対人業務への構造的な転換を
進めるため、内服薬の調剤料及び一包化加算の

評価を見直す。

調剤報酬の見直しについて（２）
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薬局における患者への情報提供

平成28年度診療報酬改定

Ø 患者が薬局における業務内容及びその費用が理解できるよう、かかりつけ薬剤師を持つこと
の意義、利点等を含め、患者に対する丁寧な情報提供を推進する。

〈留意事項通知（通則）〉

保険薬局は、患者が薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表の
一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示
するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。

18



平成28年度診療報酬改定

医師の指示に伴う分割調剤

Ø 長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であっても、患者の服薬管
理が困難である等の理由により、医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施す
る。その際、処方医は、処方せんの備考欄に分割日数及び分割回数を記載する。２回目以降の
調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行う。

〈上記分割調剤の算定例〉 ※90日分の処方を30日ごとに3回分割調剤を指示

○調剤基本料、調剤料、薬学管理料※

分割調剤しない場合（90日分調剤した場合）の点数 A点 ⇒ 分割調剤ごとにA/3点

※2回の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/2点、3回以上の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/3点

○薬剤料 ⇒ 分割調剤ごとに30日分の薬剤料

処方医

分割指示

情報提供 薬剤師
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薬局の構造規制

20

【規制改革実施計画における記載】
l 医薬分業の本旨を推進する措置を講じる中で、患者の薬局選択の自由を確保しつつ、患者の利便性に

配慮する観点から、保険薬局と保険医療機関の間で、患者が公道を介して行き来することを求め、また、
その結果フェンスが設置されるような現行の構造上の規制を改める。保険薬局と保険医療機関の間の経
営上の独立性を確保するための実効ある方策を講じる。

（No.７関係資料）
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保険薬局の構造規制の改正案等について

○ 保険医療機関と保険薬局は、「一体的な構造」「一体的な経営」であってはならないとされている。
○ 「一体的な構造」とは、「公道又はこれに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来する形態」

とされており、公道等を介することを求めた結果、フェンス等を設置する運用が見られている。

現行

改正案

○ 「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改めることとする。（通知改正で対応）

→ 原則、保険医療機関と保険薬局が同一敷地内にある形態も認める。

○ ただし、保険医療機関の建物内に保険薬局がある形態（「院内薬局」）や、両者が専用通路で接続されている
形態は引き続き認めない。

○ また、保険医療機関と同一敷地内に保険薬局がある形態であっても、
・当該薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの
・当該医療機関の休診日に、公道等から当該薬局に行き来できなくなるもの
・実際には、当該医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの 等は認めない。
※ こうした事例に該当するかどうかは、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会において必要な検討をした上で地方厚生局において判断。

○ さらに、保険薬局の「経営上の独立性」の確保の実効ある措置として、指定の更新時に、不動産の賃貸借関連
書類や当該薬局の経営に関する書類など、「一体的な経営」に当たらないことを証明する書類の提出を求める。

○ なお、円滑な施行のため、一定の周知期間を設ける。

「保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立」を図る観点から見直し

※改正案については、中央社会保険医療協議会で了承



2. 市販品と類似した医療用医薬品（市販品類似薬）
の保険給付の在り方等の見直し

3. 新医薬品の14日間処方日数制限の見直し

22
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No. 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置

状況
これまでの実施内容

10
市販品と類似
した医療用医
薬品（市販品
類似薬）の保
険給付の在り
方等の見直し

市販品類似薬を含めた医療用医薬品
の給付及び使用について、残薬削減等
による保険給付の適正化の観点から次
期診療報酬改定に向けて方策を検討し、
結論を得る。その際、特に市販品類似薬
については負担の不公平等が生じやす
いとの指摘を踏まえ、実効性のある適正
給付の在り方を検討する。

平成27年度
検討・結論

措置済

●平成27年10月に社会保障審議会医療保
険部会で、平成27年12月に中央社会保険医
療協議会で議論した。
●一度に大量の湿布薬が処方されている例
が一定程度あることや、その状況が地域に
よって様々であることといった状況に対応し、
保険給付の適正化の観点から、平成28年度
診療報酬改定において、湿布薬について1処
方につき原則70枚の処方制限を行うこととし
た。
※やむを得ず70枚を超えて投薬する場合に
は、その理由を処方せん等に記載することに
より処方可能な取扱いとした。

11

これまでの診療報酬改定で対応したビ
タミン剤とうがい薬の医療費適正化の検
証として、例えば医療機関別、地域別等
の観点から給付額の増減について調査
を行い、結果を公表する。

平成27年度
措置

措置済

平成27年12月11日開催の中央社会保険医
療協議会総会において、「脂溶性ビタミン剤
の薬剤料の推移」「薬局調剤におけるビタミ
ンA及びD剤の薬剤料の推移」「薬局調剤に
おけるうがい薬の薬剤料の推移」を公表して
いる。

2. 市販品と類似した医療用医薬品（市販品類似薬）の保険給付の在り方等の見直し

Ø 規制改革実施計画（関係部分抜粋）

※「措置状況」及び「これまでの実施内容」については平成28年３月31日時点の内容
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No. 事項名 規制改革の内容 実施時期
措置
状況

これまでの実施内容

9

新医薬品の
14日間処方

日数制限の
見直し

新医薬品の処方日数制限について、副
作用の早期発見など、安全性確保に留
意の上、中央社会保険医療協議会にお
いて検討し、結論を得る。

平成27年度
検討・結論

措置済

中央社会保険医療協議会において検討した
結果、新医薬品の処方日数制限については、
安全性確保の観点から継続するとの結論に
至った。

3. 新医薬品の14日間処方日数制限の見直し

Ø 規制改革実施計画（関係部分抜粋）

※「措置状況」及び「これまでの実施内容」については平成28年３月31日時点の内容



湿布薬の適正給付
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【規制改革実施計画における記載】
l 市販品類似薬を含めた医療用医薬品の給付及び使用について、残薬削減等による保険給付の適正化

の観点から次期診療報酬改定に向けて方策を検討し、結論を得る。その際、特に市販品類似薬について
は負担の不公平等が生じやすいとの指摘を踏まえ、実効性のある適正給付の在り方を検討する。

（No.10関係資料）


